
国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成22年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

役員報酬のうち、期末特別手当については本学役員給与規程により「その者の
在職期間における業績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減
額することができる」としているが、平成22年度については、経営協議会にお
いて業績を総合的に判断した結果、報酬の増減は行われなかった。

　② 役員報酬基準の改定内容
法人の長

理事
法人の長に同じ

理事（非常勤）
該当者なし

監事
法人の長に同じ

平成22年人事院勧告に準拠して、基本給月額について平成22年12月1

日付けで0.2%引き下げた。期末特別手当については平成22年12月期以

降の支給月数を6月期にあっては0.05月数，12月期にあっては0.10月

数をそれぞれ引き下げた。

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成22年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

594 （地域手当）

52 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

504 （地域手当）

167 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

504 （地域手当）

78 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

590 （地域手当）

49 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

435 （地域手当）

289 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

435 （地域手当）

164 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

11,884 4,485

3,284

理事Ａ

理事Ｃ

4月1日

14,543 10,072

17,015

3,800

前職

理事Ｄ

監事Ａ

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

12,587 8,704 3,284

理事Ｂ 14,454

8,704

4,45616,904

12,712

法人の長

11,809

◇

10,072 3,800

平成22年人事院勧告に準拠して日給額について平成22年12月1日付けで

0.2%引き下げを行ったが、平成18年3月31日に受けていた額を平成22年

度も保障して支給した。



1,240 1,240 0 0 （　　　　）

注１：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されて
 　　　いるものである。

３　役員の退職手当の支給状況（平成22年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

─

千円 年 月

千円 年 月

─

法人の長

監事Ｂ
（非常勤）

監事 該当者なし

法人での在職期間 摘　　要

該当者なし

─ 該当者なし理事



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

大学運営の基本方針と経営収益を考えた効率的な人員配置を行うとともに、
経営収益に見合った人件費の設定を行う。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

社会一般の情勢に適合させるため、人事院勧告を受けて決定される国家公務
員の給与水準を十分に考慮することとしている。また、他の国立大学法人の
給与水準も参考とする。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
勤勉手当の成績率の判定及び昇給、昇格の実施にあたっては、勤務評定の結
果等を踏まえた勤務成績を考慮している。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

昇　　給

原則、職員が昇給日（1月1日）前の1年間において良好以上の成績で勤
務したとき、その勤務成績に応じて上位の号俸に昇給させることができる。
昇給の号俸数は、良好な成績で勤務した職員の号俸数を4号俸とし、極め
て良好な成績で勤務した者の号俸数は、8号俸以上とする。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容
6月1日及び12月1日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に
対し、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ
て、それぞれ支給割合を決定する。

賞与：勤勉手当
（査定分）

昇格・降格
昇格：勤務成績が良好で、かつ当法人が定める昇格基準に達している者
は上位の職務の級に決定することができる。
降格：勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定することができる。

　ウ 平成22年度における給与制度の主な改正点

Ⅰ．勤勉手当（特別分）の支給
・第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果において、その達成状況
が特に良好であったことから、６月期の勤勉手当において支給要件を満たす教
職員に20,000円又は10,000円を支給した。
Ⅱ．平成22年7月1日付け給与等の改正
・待機手当の支給範囲について、院内助産所の設置に伴い助産師が時間外の分
娩等に備える場合に待機手当を支給（1回3,000円）するようにした。
Ⅲ．平成22年12月1日付け給与等の改正
・平成22年人事院勧告に準拠して基本給月額等を改定した。

(1)50歳台後半層を重点的に全ての基本給表を0.1%引き下げた。
(例) 一般職（一）基本給表5級50号俸 379,500円 → 379,200円

(2)55歳を超える職員の基本給・管理職手当を1.5％減額した。
(3)平成22年度12月期以降の期末手当の支給割合の改定について

６月期
一般職員100分の125→ 100分の122.5
特定幹部職員100分の105 → 100分の102.5
再雇用職員100分の65 → 100分の62.5
再雇用特定幹部職員100分の55 → 100分の52.5
12月期
一般職員100分の150 → 100分の137.5
特定幹部職員100分の130 → 100分の117.5
再雇用職員100分の85 → 100分の72.5
再雇用特定幹部職員100分の75 → 100分の62.5

(4)平成22年度12月期以降の勤勉手当の成績率の改定について
100分の70 → 100分の67.5

Ⅳ．平成23年2月1日付け給与等の改正
・特殊勤務手当の改正

救急部に勤務する看護師に対して、その業務の特殊性を考慮して、１回の勤
務につき1,000円を支給するようにした。

救急部に勤務する看護師に対して、その業務の特殊性を考慮して、１回の勤
務につき1,000円を支給するようにした。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

855 39.8 5,663 4,263 78 1,400
人 歳 千円 千円 千円 千円

131 46.9 5,791 4,352 122 1,439
人 歳 千円 千円 千円 千円

241 47.3 7,898 5,948 93 1,950
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

385 31.2 4,247 3,200 41 1,047
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 53 5,401 4,062 140 1,339
人 歳

1
人 歳

74 43 5,547 4,170 119 1,377
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

うち賞与

教育職種
（外国人教師等）

医療職種
（医療技術職員）

区分

その他の医療職種
（看護師）

平均年齢
平成22年度の年間給与額（平均）

総額

常勤職員

うち所定内人員

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

任期付職員 22 39 6,656 6,614 103 42
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 39.5 6,785 6,785 97 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

183 32.6 3,255 3,043 72 212
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 42.9 3,180 2,388 169 792
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 50.1 3,933 2,904 114 1,029
人 歳 千円 千円 千円 千円

141 30.5 3,129 3,129 58 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 40.4 4,367 3,227 37 1,140
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 38.8 3,152 2,356 41 796
人 歳 千円 千円 千円 千円

特任教員

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

任期付職員

人 歳 千円 千円 千円 千円

12 31.5 3,507 2,668 175 839
医療職種

（医療技術職員）



人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：常勤職員のうち医療職種（病院医師）については、該当者がいない。

注３：在外職員及び再任用職員については、該当者がいない。

注４：技能・労務職種とは、自動車運転手、ボイラ技士、電工、調理師、実験助手、医療機器操作員をいう。

注６：常勤職員の教育職種（外国人教師等）、その他の医療職種（看護師）、任期付の医療職種（病院医療技術職員）

　　　及び非常勤職員のその他の医療職種（医療技術職員）については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報

　　　が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

その他の医療職種
（医療技術職員）



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職員、任期付
職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人

千円

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

人員 平均年齢 四分位 平均 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

副病院長 1

課長 8 54.4 7,519 7,788 7,984

課長補佐 11 55.5 6,389 6,669 6,763

係長 59 49.9 5,746 5,960 6,297

主任 31 44.9 5,000 5,370 5,823

係員 21 33.6 3,320 3,758 4,114
注１：副病院長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

注１：「課長」には、課長相当職である「室長」を含み、「課長補佐」には、課長補佐相当職である

　　　「専門員を含み、「係長」には、係長相当職である「専門職員」を含む。

　　　

分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟ
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平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円

（教育職員（大学教員））

人員 平均年齢 四分位 平均 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 53 57.7 9,741 10,355 11,094

准教授 43 51.4 8,049 8,500 8,996

講師 32 46.2 6,966 7,602 7,977

助教 106 41.1 6,195 6,475 6,891

助手 7 43.6 4,428 5,297 6,077

分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟ
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５６－５９
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人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1  － －

副看護部長 4 48.8 － 6,963 －

看護師長 24 44.8 5,524 6,070 6,642

副看護師長 36 41.2 4,974 5,482 5,807

看護師 320 28.8 3,466 3,873 4,049
注１：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

注２：副看護部長の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均平均年齢人員
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③

（事務・技術職員）
区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級

標準的 局長 部長 部長 部長 課長 課長

な職位 課長 課長補佐
人 人 人 人 人 人 人

131 該当者なし 該当者なし 該当者なし 1 3 6
（割合） （　 　　%） （　 　　%） (0.8%) (2.3%) (4.6%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

55 59

～ ～ ～ ～ ～ ～

49 50
千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,566 6,013

～ ～ ～ ～ ～ ～

6,145 4,663
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,783 7,885

～ ～ ～ ～ ～ ～

7,984 6,426

区分 計 ４級 ３級 ２級 １級
標準的 課長補佐 係長 主任 係員

な職位 係長 主任 係員
人 人 人 人 人

(131) 20 78 13 10
（割合） (15.3%) (59.5%) (9.9%) (7.6%)

歳 歳 歳 歳

58 56 52 56

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最高
～最低）

年齢（最高

年間給与
額(最高～

最低)

人員

職級別在職状況等（平成23年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護
師））

58 56 52 56

～ ～ ～ ～

52 35 30 24
千円 千円 千円 千円

5,549 4,930 3,852 2,758

～ ～ ～ ～

4,605 3,082 2,544 2,276
千円 千円 千円 千円

7,487 6,578 5,124 3,569

～ ～ ～ ～

6,199 3,999 3,382 3,072
注：７級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　「年齢（最高）～最低）」以下の事項について記載していない。

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)



（教育職員（大学教員））
区分 計 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 教授 教授 准教授 講師 助教・助手 教務職員
な職位

人 人 人 人 人 人 人

241 該当者なし 53 43 32 113 該当者なし
（割合） （　 　　%） (22.0%) (17.8%) (13.3%) (46.9%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

64 64 55 60

～ ～ ～ ～ ～ ～

40 36 36 27
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,921 7,272 6,692 5,813

～ ～ ～ ～ ～ ～

5,746 5,205 4,425 2,963
千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,168 9,830 8,926 7,654

～ ～ ～ ～ ～ ～

7,885 6,836 5,865 3,942

（医療職員（病院看護師））
区分 計 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級

標準的 看護部長 看護部長 看護部長 副看護部長 看護師長 看護師
な職位 副看護部長 看護師長 副看護師長

人員
人 人 人 人 人 人 人

385 該当者なし 1 4 20 40 320
（割合） （　 　　%） (0.3%) (1.0%) (5.2%) (10.4%) (83.1%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

53 56 56 57

～ ～ ～ ～ ～ ～

45 37 30 23

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

45 37 30 23
千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,181 5,284 5,194 4,724

～ ～ ～ ～ ～ ～
4,922 3,471 3,270 2,475

千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,158 7,079 6,980 6,428

～ ～ ～ ～ ～ ～

6,809 4,672 4,431 3,299

区分 計 １級
標準的 准看護師
な職位
人員

人 人

(385) 該当者なし

（割合） （　 　　%）
歳

～

千円

～

千円

～

注：６級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　「年齢（最高）～最低）」以下の事項について記載していない。

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)



④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.1 62.1 62.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.9 37.9 37.9

％ ％ ％

         最高～最低 44.4～35.1 44.4～35.1 44.4～35.1

％ ％ ％

63.2 63.2 63.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.8 36.8 36.8

％ ％ ％

         最高～最低 43.6～36.1 43.6～36.1 43.6～36.1

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

63.2 63.2 63.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.8 36.8 36.8

％ ％ ％

         最高～最低 38.5～34.9 38.5～34.9 38.5～34.9

％ ％ ％

63.7 63.7 63.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）

賞与（平成22年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護
師））

一般

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.3 36.3 36.3

％ ％ ％

         最高～最低 43.7～33.5 43.7～33.5 43.7～33.5

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 ～ ～ ～

％ ％ ％

61.5 61.5 61.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.5 38.5 38.5

％ ％ ％

         最高～最低 44.1～34.5 44.1～34.5 44.1～34.5

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため、当該個人に関する

　　情報が特定されるおそれのあることから記載していない。

般
職員

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一律支給分（期末相当）



⑤

（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職（一）） 79.8

対他の国立大学法人等（事務・技術職員） 94.0

（教育職員（大学教員））
対他の国立大学法人等（教育職員(大学教員)） 90.9

（医療職員（病院看護師））
対国家公務員（医療職（三）） 97.2

対他の国立大学法人等（医療職員（病院看護師）） 100.0

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　８１．７

参考 学歴勘案　　　　　８０．５

地域・学歴勘案　　８１．８

指数の状況

項目 内容

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育職員（大
学教員）／医療職員（病院看護師））

対国家公務員　　　７９．８

国に比 給与水準が
【主務大臣の検証結果】

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

講ずる措置
本学の事務・技術職員の給与水準は適切であり、今後も引き続き適切な給与
水準の維持に務める。

　給与水準の適切性の
　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

【主務大臣の検証結果】
国家公務員に比べ低い給与水準であり、適正であると考える。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　23.4％
（国からの財政支出額　6,086,818,000円、支出予算の総額　26,023,313,000
円：平成22年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円未満であり、支出予算の総額に占める国の財
政支出の割合も50%未満である。
また、対国家公務員指数も100未満であり、累積欠損額も0円であることから、給
与水準は適切である。

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成21年度決算）

【検証結果】



○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　 ９１．６

参考 学歴勘案　　　　　 ９６．０

地域・学歴勘案　　 ９２．３

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 88 6

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　23.4％
（国からの財政支出額　6,086,818,000円、支出予算の総額　26,023,313,000
円：平成22年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円未満であり、支出予算の総額に占める国の財
政支出の割合も50%未満である。
また、対国家公務員指数も100未満であり、累積欠損額も0円であることから、給
与水準は適切である。

内容

【主務大臣の検証結果】
国家公務員に比べ低い給与水準であり、適正であると考える。

指数の状況

対国家公務員　　　９７．２

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成21年度決算）

【検証結果】

講ずる措置
本学の医療職員（病院看護師）の給与水準は適切であり、今後も引き続き適切
な給与水準の維持に務める。

　給与水準の適切性の
　検証

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　88.6

　注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成22年度
　　　の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成22年度）

前年度
（平成21年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：　「非常勤役職員等給与」においては、寄付金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用及
び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「役員及び教職員の給与の明細」における非
常勤の合計額と一致しない。

405,336

最広義人件費

－1,043,280

－

99,318

5,641,493

－

(15.49)

366,382 38,954

1,142,598
福利厚生費

3,403,736 2,947,251
非常勤役職員等給与

5,907,509 －

中期目標期間開始時（平成
22年度）からの増△減比較増△減区　　分

(△ 4.50)

－10,593,163 10,264,422 328,741 －(3.20)

456,485

－

－

(9.52)

－
給与、報酬等支給総額

△ 266,016

－

退職手当支給額
(10.63)



総人件費について参考となる事項

・給与、報酬等支給総額 平成21年度末の定年退職者の後任が若い年齢層及び非常勤職員（時間
給雇用）になったことに伴う給与支給額の減少（事務系職員）
平成21年度末の定年退職教授等の選考期間中不在に伴う給与支給額の
減少（教員）

・退職手当支給額 退職者の増（67人→87人）
・非常勤役職員等給与 医師，看護師，病院非常勤職員の増員による増（478,226千円）
・福利厚生費 非常勤教職員の増に伴う法定福利費の増（35,202千円），

・行革推進法、「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人件費削減の取組状況
①　中期目標における人件費削減の取組状況

総人件費改革の実行計画に取り組むため、経営担当理事の下にタスクフォースを立ち上げ、
実施期間（18年度～22年度）に係る実行計画表を作成し、人件費削減の取り組みを行う。

②　中期計画における人件費削減の取組状況
大学運営の基本方針と経営収益を考えた効率的な人員配置、需要に適合した人員配置を
行い、教育・研究・診療の効率化を図るとともに経営収益に見合った人件費の設定を行い、
事務の効率化及び合理化に取り組む。また、業務内容等（経営効率、人事管理等）を分析・
検討を行い、段階的にアウトソーシングの拡大を図り、平成18年度については0.3％の削減
に取り組んだ。平成22年度までに5％以上の人件費削減を図る。

基準年度
（平成17年

度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

6,346,114 6,120,279 6,120,922 5,997,654 5,907,509 5,641,493

【主務大臣の検証結果】
５年間で５％以上削減を達成しており、問題ないと考える。

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

, , , , , , , , , , , ,

△ 3.6 △ 3.5 △ 5.5 △ 6.9 △ 11.1

△ 3.6 △ 4.2 △ 6.2 △ 5.2 △ 7.9

注１：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に
　　　よる人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平
　　　成18年、平成19年、平成20年、平成21年、平成22年の行政職（一）職員の年間平均給与
　　　の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%、▲2.4％、▲1.5％である。
注２：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を
　　　基礎に算出した平成17年度人件費予算相当額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

（千円）
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